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占冠村の放射線量の状況（１月分）
測定日　令和６年１月11日(木)

【単位：マイクロシーベルト毎時】
測定場所 測定時間 天候 測定値

中央小学校グランド 15時31分 晴 0.029
双民館グランド 15時23分 晴 0.031
占冠地域交流館グランド 15時03分 晴 0.028
占冠保育所グランド 15時11分 晴 0.026
トマム学校グランド 13時48分 晴 0.020
トマム保育所グランド 13時53分 晴 0.020

※北海道の空間放射線量率モニタリング結果（上川総合振興
　局 0.021～0.098）と比較して平常レベルと判断されます。
　「北海道の空間放射量率モニタリング結果」は、下記のホ
　ームページで公開されています。
　『環境放射線測定結果【北海道立衛生研究所】』
　http://www.iph.pref.hokkaido.jp
問　総務課総務担当　☎　56‐2121

運転免許更新時講習会
会場：富良野地域人材開発センター
　　　富良野市西麻町１番１号

お知らせ
nformation

村営住宅等入居者募集のご案内
■入 居 資 格

　次の条件を満たす方が申し込むことができます。
　●占冠村にお住まいの方、村外から移住される方
　●月収が15万8,000円以下の方
（例えば、給与収入者で扶養家族がある場合、源泉
徴収票の給与所得控除後の金額から同居扶養控除 
等の金額を引き、残りの額を12カ月で割った金額 
が15万8,000円以下の方）
※敷金の納入が必要です。
※連帯保証人が２人必要です。
★入居者と同等以上の収入のある方

■家　　　　賃　�入居される世帯の収入等に応じて
決定されます。

■入居可能日　概ね３月１日(金)
■入 居 決 定　�入居者選考委員会の審査によりま

す。
■申込受付場所　建設課建築担当
　　　　　　　　トマム支所
■お問い合わせ　建設課建築担当　☎　56‐2172

募集団地 受付期限２月15日（木）

※第２千歳団地は所得基準が異なります。
　詳しくは建設課建築担当へお問い合わせください。
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■優良講習（30分）
　◎２月２日(金)　13時～

　◎２月15日(木)　13時～●中央地区　　１戸

　○第２千歳団地※　４ＬＤＫ　１戸 ■一般講習（１時間）
　◎２月２日(金)　14時～

　◎２月15日(木)　14時～

●占冠地区　　１戸

　○占冠団地　　　　３ＬＤＫ　１戸

日　時　令和６年２月28日(水)
　　　　①10時00分～10時50分
　　　　②11時00分～11時50分
場　所　占冠村役場
対象者　生活の中で「どうしたらよいか分からない」
　　　　ことがある方
申　込　２月27日(火)の午後３時までに
　　　　電話、FAX、メールで予約してください。
相談料　無料

生活・仕事相談会を開催します

問    自立相談支援事業所「かみかわ生活あんしんセンター」
☎　0166‐38‐8800　FAX　0166‐33‐0021
        メール　anshin@kamikawa19.hokkaido.jp

■違反講習（２時間）
　◎２月９日(金)　13時～

　◎２月22日(木)　13時～

※警察署等で更新手続きを終えていなけ　
　れば、更新時講習は受講できません。　　　　　　　　　　　　　　
問　富良野警察署交通課　☎　22‐0110

自動車税種別割の住所変更をお忘れなく

　自動車税種別割は、４月１日現在の登録に基づいて
課税される税金です。

問　札幌道税事務所自動車税部　☎　011‐746‐1190　

令和６年度消費生活モニター募集

お悔やみ申し上げます

令和６年１月４日ご逝去

窪
く ぼ た

田 スヱ子さん（99歳）字中央

　本モニター調査は、道民の消費生活に関連性が高い
商品等の価格動向および出回り状況の調査を行うもの
です。次の通りモニターを募集します。
募集人数　１人
募集期限　令和６年２月16日(金)まで
主な職務
　①生活関連重要商品等の価格動向および出回り状況

　の月例調査（毎月10日前後）の実施
　②商品およびサービス（食品・美容料金等）の表示

　等について調査（年４回程度）の実施
　③アンケート（年１～２回程度）への回答
　④その他必要に応じ、意見等を提出
申込資格
　①占冠村に居住する18歳以上（高校生は除く）の

　者で、日常生活のための商品およびサービスの購
　入を継続して行っている者

　②原則として、北海道が主催する消費生活モニター
　研修会および消費生活地域協議会に出席できる者

任　　期
　令和６年４月１日から令和７年３月31日まで
謝  礼  金（予定額）
　月額1,600円（年額19,200円）
問　企画商工課商工観光担当　☎　56‐2124

　我が国固有の領土である歯舞群島、色丹島、国後島
および択捉島からなる北方四島の早期返還の実現は、
道民はもとより国民の長年にわたる悲願です。
　北海道では、国の外交交渉を積極的に後押しする道
民世論のさらなる結集を図るため、２月７日の「北方
領土の日」を中心に、道独自の取り組みとして「北方
領土の日」特別啓発期間を定め、道、市町村および関
係団体が連携し、一層強力に北方領土問題の啓発活動
を展開します。

運輸支局で変更登録をしてください。
次の場合は運輸支局で登録手続きが必要です。

　道税ホームページの「自動車税種別割住所変更手続」
から納税通知書の送付先の変更をしてください。

　令和６年度の自動車税種別割納税通知書を確実にお
届けするために、３月中に手続きをお願いします。

・住所が変わったとき（変更登録）
・自動車を売買したとき（移転登録）
・自動車を使用しなくなったとき（抹消登録）

引っ越しで住所が変わったときなどは・・・

変更登録が間に合わないときは・・・

「北方領土の日」特別啓発期間

　毎年、沿道家屋等からの落氷雪による死傷事故が多
く発生しています。冬期の通行を円滑にし、事故をな
くすため、次のことに注意しましょう。

高い建物に注意！
　ビルの壁、窓枠、突出看板等からの落氷雪は少量で
も危険なため、早めに付着した氷雪の除去を行ってく
ださい。また、氷雪の除去の際には、歩行者への十分
な安全対策を行うようにしてください。

軒下や道路の通行に関して
　屋根からの落氷雪に十分注意してください。軒下や
道路では、絶対に子どもたちを遊ばせないでください。

雪が落ちたらすぐに除去を‼
　直ちに負傷者がいないか確認するとともに、歩行者
の通行の支障にならないように除去してください。
　なお、交通事故および交通障害防止のため、屋根か
らの落氷雪や敷地内の積雪を道路に出さないようにし
てください。

発生しやすいタイミングは？　
　落氷雪事故は、気温がマイナス３度からプラス３度
程度のときに発生しやすいという特徴があります。早
めの除雪をお願いします。除雪は必ず複数人で行い、
歩行者や遊んでいる子どもに十分注意してください。

丈夫な雪止めの設置　　
　落氷雪事故の発生が懸念される沿道家屋等について
は、丈夫な雪止めを設置してください。また、雪止め
の老朽化等による破損も落氷雪事故の発生につながり
ます。必ず点検し、破損等が発見された際は早急に修
繕してください。

問　北海道総務部北方領土対策本部北方領土対策課
☎　011‐204‐5068

屋根からの落氷雪事故防止など
に関するお願い

北海道　自動車税　住所変更 検索

期間：令和６年１月21日(日) ～ ２月20日(火)

運転免許更新講習会場の変更について

　令和６年４月より運転免許更新講習会場が「富良野
地域人材開発センター」から変更となります。

　会場の詳細等については、富良野警察署で更新手続
きの際にご案内します。
問　富良野警察署交通課　☎　22‐0110　

新会場：ふれあいセンター２階　集会室
　　　　（富良野市春日町12番５号）


